
 

国民健康保険特別会計［市民生活部 保険年金課 所管］ 

１．概 要 

 国民健康保険制度は、国民皆保険の中核的役割を担うとともに、医療のセーフティネットとし

て地域医療の確保と健康増進に大きく貢献しているところである。しかしながら、国民健康保険

の現状は、被保険者の高齢化や無職者、非正規雇用などによる低所得者の割合の増加、さらには、

高度医療の発展等に伴う医療費の伸び等により厳しい財政運営となっている。 

 このような中、国民健康保険制度は将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくことができる

よう、平成３０年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村は加入者に身近な資格管理・保

険税の賦課徴収・保険給付・保健事業を行うことにより、県と市町村が一体となって運営する制

度に改正された。 

 当市では安定した国民健康保険事業運営のため、健康維持増進を図るための各種事業の推進に

よる医療費の抑制や、資格及び給付の適正運用、国民健康保険財政の健全化に必要な税収の確保

に取り組んでいる。 

 

 令和３年度の主な事業 

 

（１）保険給付 

  ・被保険者の疾病、負傷、出産又は葬祭に関する給付 

 

（２）特定健康診査等の実施 

・広報ばんどうに特定健康診査の啓発を掲載 

  ・特定健康診査、特定保健指導の実施 

 

 （３）国保制度の啓発 

  ・啓発用パンフレットの配布（被保険者証送付時に同封） 

  ・広報ばんどうに国保の資格給付及び国保税について掲載 

   ※健康まつり開催時における国保コーナーの設置は、健康まつりがコロナウイルス感染症

拡大防止のために開催中止となったので、未実施となった。 

   

 （４）国保財政の適正化 

  ・短期被保険者証及び資格証明書の交付 

  ・医療費通知書の発送（5回実施） 

  ・医療費の適正化を図るため、レセプト点検の充実・強化 

  ・柔整適正受診調査の実施 

  ・広報ばんどうに後発医薬品（ジェネリック）利用促進を掲載 

  ・後発医薬品（ジェネリック）の希望カード及びシールの配布 

・後発医薬品（ジェネリック）の利用差額通知の発送（5月・11 月実施） 

 

 （５）保健事業の実施 

  ・人間ドック・併診ドック健診費用の助成 

  ・生活習慣病重症化予防事業の実施 

 

 

  

 



 

２．決算状況 

  令和３年度歳入決算総額は、6,017,532 千円であり、歳出決算総額は、5,817,122 千円となっ

ている。歳入のうち国民健康保険税の収納率は、現年分で 93.5％、滞納繰越分で 30.3％となっ

ている。歳出では、保険給付費が 67.4％、国民健康保険事業費納付金が 28.3％であわせて全体

の 95.7％を占めており、執行率は 98.14％となっている。 

歳入の状況 （単位：千円、％）

構成比 構成比
1. 国民健康保険税 1,543,667 25.7 1,563,974 25.8 △ 20,307 △ 1.3
2. 手 数 料 881 0.0 913 0.0 △ 32 △ 3.5
3. 県 補 助 金 4,004,570 66.6 3,961,613 65.5 42,957 1.1
4. 財 産 運 用 収 入 23 0.0 34 0.0 △ 11 △ 32.4
5. 他 会 計 繰 入 金 396,664 6.6 436,188 7.2 △ 39,524 △ 9.1
6. 繰 越 金 50,276 0.8 62,899 1.1 △ 12,623 △ 20.1
7. 20,750 0.3 26,127 0.4 △ 5,377 △ 20.6

延滞金,加算金及び過料 13,909 0.2 14,175 0.2 △ 266 △ 1.9
雑 入 6,841 0.1 11,952 0.2 △ 5,111 △ 42.8

8. 国 庫 補 助 金 701 0.0 2,205 0.0 △ 1,504 △ 68.2
6,017,532 100.0 6,053,953 100.0 △ 36,421 △ 0.6

歳出の状況

構成比 構成比
1. 83,709 1.4 84,636 1.4 △ 927 △ 1.1

総 務 管 理 費 69,353 1.2 70,126 1.2 △ 773 △ 1.1
徴 税 費 14,063 0.2 14,277 0.2 △ 214 △ 1.5
運 営 協 議 会 費 293 0.0 233 0.0 60 25.8

2. 3,919,050 67.4 3,888,526 64.8 30,524 0.8
療 養 諸 費 3,416,837 58.7 3,391,605 56.5 25,232 0.7
高 額 療 養 費 478,397 8.2 474,094 7.9 4,303 0.9
出 産 育 児 諸 費 17,175 0.3 18,225 0.3 △ 1,050 △ 5.8
葬 祭 諸 費 4,450 0.1 4,450 0.1 0 0.0
傷 病 手 当 諸 費 2,191 0.1 152 0.0 2,039 1,341.4

3. 1,647,970 28.3 1,909,779 31.8 △ 261,809 △ 13.7
医 療 給 付 費 分 996,681 17.1 1,191,201 19.8 △ 194,520 △ 16.3
後期高齢者支援金等分 473,443 8.1 499,561 8.3 △ 26,118 △ 5.2
介 護 納 付 金 分 177,846 3.1 213,554 3.6 △ 35,708 △ 16.7
退職被保険者等分 0 0.0 5,463 0.1 △ 5,463 皆減

4. 共同事業拠出金 0 0.0 1 0.0 △ 1 △99.9
5. 41,817 0.7 33,997 0.6 7,820 23.0

特定健康診査等事業費 24,677 0.4 18,579 0.3 6,098 32.8
保 健 事 業 費 17,140 0.3 15,418 0.3 1,722 11.2

6. 基 金 積 立 金 114,940 2.0 81,612 1.3 33,328 40.8
7. 償還金及び還付加算金 9,636 0.2 5,126 0.1 4,510 88.0

5,817,122 100.0 6,003,677 100.0 △ 186,555 △ 3.1歳　　　出　　　合　　　計
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３．収支の状況             （単位：千円） 

区   分 金  額 

1．歳 入 総 額 6,017,532 

2．歳 出 総 額 5,817,122 

3．歳 入 歳 出 差 引 額 200,410 

4．実 質 収 支 額 200,410 

 

 

４．国民健康保険特別会計の主たる指標 

 （１）国民健康保険加入割合                        （年度末） 

区   分 令和３年度 令和２年度 前年比 加入率（％） 

総世帯数      （世帯） 20,818 20,924 △0.5 
40.4 

国保加入世帯数   （世帯） 8,411 8,690 △3.2 

総人口        （人） 52,647 53,477 △1.6 
27.2 

国保被保険者数    （人） 14,344 15,065 △4.8 

内訳 一般被保険者  （人） 14,344 15,065 △4.8  

   

 

 （２）保険給付の状況 

   ① 療養給付費                           （単位：円、％） 

区 分 
一般被保険者 退職被保険者 

件数 費 用 額 １人当 件数 費 用 額 １人当 

３年度 211,380 4,616,396,369 321,835 0 0 0 

２年度 206,963 4,590,203,569 304,693 2 29,550 ※29,550 

前年比 2.1 0.6 5.6 皆減 皆減 － 

 

 

   ② 療養費                              （単位：円、％） 

区 分 
一般被保険者 退職被保険者 

件数 費 用 額 １人当 件数 費 用 額 １人当 

３年度 4,652 42,733,367 2,979 0 0 0 

２年度 4,581 47,783,163 3,171 2 9,760 ※9,760 

前年比 1.5 △10.6 △6.1 皆減 皆減 － 

 

 

   ③ 高額療養費        （単位：円、％） 

区 分 
一般被保険者 

件数 支 給 額 １人当 

３年度 7,724 478,291,710 33,344 

２年度 7,736 473,846,472 31,453 

前年比 △0.2 0.9 6.0 

 

※２年度退職被保険者の１人当は、令和 2年 3月から令和 3年 2月の平均退職被保険者数 

1 人を用いて算出した。 

 



 

 ④ 出産育児一時金等                （単位：円、％） 

区 分 
出産育児一時金 葬祭費 

件数 給付額 件数 給付額 

３年度 41 17,166,582 89 4,450,000 

２年度 41 18,216,540 89 4,450,000 

前年比 0.0 △5.8 0.0 0.0 

   ※ 出産育児一時金内訳 

・直接払分 41 件（420 千円 39 件、404 千円 2 件） 

・口座分   0 件（420 千円  0 件、404 千円 0 件） 

 

○賦課徴収に要する経費（01020201） 7,671,185 円（7,926,807 円） 決算書 P367 

 [総務部 総務課 所管 6,687,670 円含む] 

〈その他：880,197 円 一財：6,790,988 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

    ・手数料：督促手数料   880,197 円 

（目的） 

  国民健康保険の健全な財政を確保するため、国民健康保険税の適正な賦課徴収に努める。 

（内容） 

  国民健康保険税の徴収嘱託員報酬及び、国民健康保険税賦課のための電算処理に要する経費

（納税通知書・督促状・所得照会通知等の作成等） 

  国民健康保険税特別徴収実施に伴う経費（通知書の作成等） 

 

・賦課内容（税率） 

区 分 所得割 資産割 均等割額 平等割額 限度額 

医 療 分 6.20／100 20.00／100 25,000 円 18,000 円 630,000 円 

支援金分 2.20／100  6.00／100 7,000 円 5,000 円 190,000 円 

介 護 分 1.20／100 5.00／100 9,000 円 3,000 円 170,000 円 

  

・収納状況 

  一般被保険者                           （単位：円、％） 

区  分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
収納

率 

現年度分 医療 1,091,652,141 1,022,871,577 0 68,780,564 93.7 

支援 348,119,050 325,778,092 0 22,340,958 93.6 

介護 104,125,850 95,569,751 0 8,556,099 91.8 

計 1,543,897,041 1,444,219,420 0 99,677,621 93.5 

滞  納 

繰 越 分 

医療 225,359,757 68,003,794 18,410,032 138,945,931 30.2 

支援 73,214,582 22,171,817 5,847,795 45,194,970 30.3 

介護 29,260,492 9,232,748 2,079,191 17,948,553 31.6 

計 327,834,831 99,408,359 26,337,018 202,089,454 30.3 

合  計 1,871,731,872 1,543,627,779 26,337,018 301,767,075 82.5 

 

 

 

 



 

退職被保険者 

区  分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

現年度分 医療 1,559 0 0 1,559 0.0 

支援 550 0 0 550 0.0 

介護 250 0 0 250 0.0 

計 2,359 0 0 2,359 0.0 

滞  納 

繰 越 分 

医療 572,577 25,020 2,150 545,407 4.4 

支援 119,681 7,858 600 111,223 6.6 

介護 96,637 6,517 3,561 86,559 6.7 

計 788,895 39,395 6,311 743,189 5.0 

合  計 791,254 39,395 6,311 745,548 5.0 

 

合 計 

区  分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率 

現年度分 医療 1,091,653,700 1,022,871,577 0 68,782,123 93.7 

支援 348,119,600 325,778,092 0 22,341,508 93.6 

介護 104,126,100 95,569,751 0 8,556,349 91.8 

計 1,543,899,400 1,444,219,420 0 99,679,980 93.5 

滞  納 

繰 越 分 

医療 225,932,334 68,028,814 18,412,182 139,491,338 30.1 

支援 73,334,263 22,179,675 5,848,395 45,306,193 30.2 

介護 29,357,129 9,239,265 2,082,752 18,035,112 31.5 

計 328,623,726 99,447,754 26,343,329 202,832,643 30.3 

合  計 1,872,523,126 1,543,667,174 26,343,329 302,512,623  82.4 

※現年度分医療の収入済額は、過誤納金還付未済額 104,630 円を含む。 

※現年度分支援の収入済額は、過誤納金還付未済額  12,170 円を含む。 

（効果） 

  賦課徴収の適正化に努め、国民健康保険税の収納率が向上した。 

（課題） 

  国民健康保険税の収納率の向上。 

 

○特定健康診査等事業に要する経費（05010101） 24,677,321 円（18,579,087 円） 決算書 P377 

 [総務部 総務課 所管 1,388,200 円含む] 

〈国・県：15,648,000 円 一財：9,029,321 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・県補：特定健康診査等負担金 15,648,000 円 

（目的） 

  特定健康診査は、生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシ

ンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、この該当者及び予備群を減少させるための特定保健

指導を必要とする者を的確に抽出するために実施した。 

（内容） 

（１） 特定健康診査 

・４０歳から７４歳の国民健康保険の被保険者を対象として、保健センター等を利用し

て集団健診により実施した。健診内容としては、腹囲測定、脂質、肝機能障害等の基



 

本健診及び心電図や眼底検査等の健診項目を実施した。 

  特定健康診査受診者：3,185 人 

（２） 特定保健指導 

・特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生

活習慣病の予防効果が多く期待できる者に対して、リスクの程度に応じ「動機付け支

援」と「積極的支援」に分類して実施した。 

  動機付け支援実施者：231 人  積極的支援実施者 ：86 人 

（効果） 

  メタボリックシンドロームの該当者や予備群をいち早く見つけ、生活習慣を改善するための

「特定保健指導」を行うことで、生活習慣病の予防につながった。 

（課題） 

  特定健康診査受診率の向上。 

 

○健康増進に要する経費（05020101） 17,139,343 円（15,417,318 円） 決算書 P379 

〈国・県：5,582,000 円 一財：11,557,343 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・県補：特別調整交付金 5,582,000 円  

（目的）   

  医療費内容を通知することにより、健康及び医療費に対する意識の向上を図った。 

疾病の早期発見・早期治療のために、人間ドック・併診ドックの健診費用を助成した。 

生活習慣病の重症化を予防するための事業を実施した。 

（内容） 

 （１）医療費通知の実施月及び通知件数 

    ・年 5回作成 

5 月：6,311 件、7月：6,170 件、9月：6,313 件、11 月：6,275 件、2月：6,878 件 

    ・対象者 受診被保険者全員 

    ・内容 受診年月、受診者名、受診医療機関名（病院・診療所・薬局等）、日数、医療費

の額、国保等から医療機関等へ支払った額、本人が医療機関へ支払った額 

（２）後発医薬品（ジェネリック）の希望カード及びシールの配布 

・窓口で約 1,000 部を配布した。 

 （３）後発医薬品（ジェネリック）利用差額通知の発送 

    ・月額 200 円以上の差額が発生するかたに通知（381 名） 

（４）エイズパンフレット・第三者行為パンフレットの配布 

    ※エイズ予防パンフレット、第三者行為傷病届の届出励行パンフレット（約 1,000 部） 

のイベント等における配布は、コロナウイルス感染症拡大防止のために配布を見合わ 

せた。 

 （５）人間ドック・併診ドックの健診費用の助成 

    ・助成対象 

     坂東市国民健康保険の被保険者で、40 歳以上 75 歳未満の者（併診ドックは、前年度

に併診ドック健診の助成を受けていない者） 

・助成額 人間ドック 20,000 円，併診ドック 30,000 円 

・助成実績 

 

 

 男 女 計 

人間ドック 218 人 187 人 405 人 

併診ドック 39 人 23 人 62 人 



 

 （６）生活習慣病重症化予防事業の実施 

    ・特定健診結果から、特定保健指導の対象になる可能性が高い方に、健診の継続受診勧

奨、健康相談会等への参加勧奨を行った。 

    ・特定健診結果に異常値がある方や生活習慣病の治療を中断している方へ、医療機関の

受診勧奨を行った。 

※糖尿病性腎症等で通院する患者のうち重症化するリスクの高い方に対する医師の指

導のもとでの特定保健指導は、コロナウイルス感染症拡大防止のために、事業実施

を見合わせた。 

（効果） 

  医療費の給付内容を通知することにより、健康や医療費に対する意識を高めることができた。 

  人間ドック・併診ドックの健診により、疾病の早期発見・早期治療が可能になり、長期的な 

医療費の抑制が期待できる。 

  生活習慣病の発症予防、重症化予防事業を実施し、被保険者の健康の保持増進を図った。 

 


